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       令和４年第２回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和４年６月１６日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和４年６月１６日 

       午後０時５８分 

１．閉  会 令和４年６月１６日 

       午後３時３５分 

１．出 席 委 員        

   委員長  竹﨑 幸仁 

   副委員長 酒井 宇之吉 

   委員   宇都宮 久見子 

   委員   中村 一雅 

   委員   二宮 一朗 

  委員   森川 一義 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

 

１．出席説明員 

生活福祉部長    

兼福祉事務所長  一井 健二 

医療介護部長   藤井 兼人 

福祉課長     池田いずみ 

子育て支援課長  宇都宮 博 

三瓶支所生活福祉課長  兵頭 俊也 

長寿介護課長   土居 文人 

環境衛生課長   大塚 義導 

福祉課長補佐   大内 俊二 

福祉課係長     三好 和義 

長寿介護課長補佐   竹中 千恵 

長寿介護課係長  野本 伸治 

長寿介護課係長  山下 元紀 

子育て支援課長補佐  信宮 佳子 

三瓶支所生活福祉課長補佐  田中 長治 

子育て支援課係長  村上 真紀 

子育て支援課係長  清家  亮 

子育て支援課上級栄養士  大野本 幸 

環境衛生課長補佐  武内幸希典 

環境衛生課係長  三好 進祐 

医療対策室長   亀岡 敦志 

医療対策室係長  片山 裕介  

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大森 恵津 

 

１．会議に付した事件   

議案第７８号   西予市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条

例制定について 

議案第８１号  令和４年度西予市一般会計補正

予算(第２号) 

    議案第８５号   令和４年度西予市一般会計補正

予算(第３号)  

陳情第１号   女性トイレの維持及びその安心

安全の確保についての陳情 

 

 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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 開会 午後０時58分 

○酒井副委員長 

令和４年第２回定例会厚生常任委員会を開会い

たします。 

開会に当たり、委員長より挨拶があります。 

○竹﨑委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

次に一井生活福祉部長兼福祉事務所長より挨拶

をお願いいたします。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

一井生活福祉部長兼福祉事務所長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言を

してください。また委員会における委員会室への

携帯電話の持込みは御遠慮ください。それでは、

これよりの進行は委員長が行います。 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○竹﨑委員長 

まず初めに、議案第 81 号「令和４年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」福祉課所管分を議

題といたします。 

池田課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは議案第 81 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」のうち、福祉課所管分

について御説明いたします。 

初めに歳出予算から御説明いたします。予算書

の 21ページを御覧ください。 

3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、

災害援護資金貸付事業の 145 万 7000 円の増額で

ございますが、平成 30 年７月豪雨災害における

災害援護資金貸付金償還金において、据置き期間

が経過し、償還が開始された償還金のうち、繰上

げによる一括償還を受入れたことに伴い、県への

償還金が増額したことによるものです。 

続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。 

予算書の 10ページを御覧ください。 

20 款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付

金元利収入、災害援護資金貸付金元利収入でござ

いますが、先ほど歳出で御説明しましたとおり、

令和４年度償還予定の貸付金を令和４年３月に繰

上げて償還の受入れをしたことに伴いまして、歳

入予算、災害援護資金貸付金元利収入を減額する

ものでございます。 

以上、議案第 81 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」のうち、福祉課所管分の

説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

池田課長の説明を終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようですので以上で質疑を終結といた

します。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 81 号「令和４年度

西予市一般会計補正予算（第２号）」福祉課所管

分について原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

次に、議案第 85 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第３号）」福祉課所管分について議

題といたします。 

池田課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは、議案第 85 号「西予市一般会計補正

予算（第３号）」のうち、福祉課所管分について

御説明いたします。 

予算書の７ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、事業概要、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業 1 億 1251 万 8000 円の増額で

ございますが、コロナ禍における「原油価格・物

価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困

っている方々への支援措置の強化として、住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付金が拡充され

たことにより、令和４年度の新たな住民税非課税

世帯等に対し、10 万円を給付するための給付金

等を予算計上するものでございます。なお、対象

世帯は約 1,100 世帯を見込んでおります。同じく
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事業概要、会計年度任用職員給与費（住民税非課

税世帯等給付金給付事業）分でございますが、本

給付金業務に従事する会計年度任用職員の任用に

係る経費について、69 万 1000 円を予算計上する

ものでございます。 

なおこれに伴う歳入予算は歳入予算書６ページ、

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、1 目民生費国

庫補助金、子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫

補助金において、住民税非課税世帯等に対する臨

時特別給付金給付事業歳出額の全額補助として

1 億 1320万 9000円を計上しております。 

以上、議案第 85 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第３号）」のうち、福祉課所管分の

説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

池田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

住民税の非課税世帯の増減について、わかる範

囲で、コロナ禍になってからきっと増えているの

だろうと思いますが、この２年間ぐらいの経過っ

て動勢ってわかりますかね。 

○池田福祉課長 

ここ２年間の、増加の世帯数というのはちょっ

と調べておりませんけれども、今年度令和４年度

新たに非課税世帯等になった方がいわゆる対象世

帯となります。その方々の世帯は、先ほど

1,100 世帯と申しましたけれども、そのうち令和

４年度が、非課税世帯になった世帯が約 900 世帯、

これは税データで抽出しておりまして、そのほか

は税データのない、いわゆる令和４年 1 月 1 日に

西予市に住所のなかった転入世帯については、税

情報をまた調べていかなければいけませんので、

それらを含めた世帯、また、あるいは家計急変世

帯といいまして、令和４年 1 月以降に収入が激減

した対象世帯が家計急変世帯と対象になりますの

で、それらを含めた 1,100 世帯と計上しておりま

す。ですので委員の御質問、令和３年度は課税世

帯であって、令和４年度が非課税であるっていう

とこは今、税の情報によりますと約 900 世帯とい

うことになります。 

以上です。 

○竹﨑委員長 

他にありませんか。 

○森川委員 

これ 10 万円ですが、これは全額ほとんどの方

が銀行振り込みということになりますか。市役所

へ取りに来る人はありますか。 

○池田福祉課長 

原則、口座振り込みとさしてはいただくんです

けれども、口座を持たない方もいらっしゃいます

ので、窓口で受け取る方も中にはいらっしゃいま

すし、そういう対応もしております。 

○竹﨑委員長 

そのほかございませんか。 

○酒井副委員長 

非課税世帯の率、他市と比べて多いとか少ない

とか、そういうことを比べたことはございません

か。 

○池田福祉課長 

正直、比べていないんですけれども、今回の予

算計上をするに当たって、他市はどれぐらいなの

かなっていうことで宇和島市にお伺いしましたら、

宇和島市が約 1000 ちょっとぐらいだったと思い

ます。少ないところもあるようですけれどもその

辺りはまたちょっと税のデータの取り込み時期、

お尋ねしたときが、まだ税のデータが取り込めて

ない時期であるので、回答はいただけなかったん

ですけれども、西予市がそれで極端に多いかどう

かっていうところはちょっと分からないところで

あります。 

○竹﨑委員長 

そのほかございませんか。 

○二宮委員 

今回この目的というのは要するに生活困窮者と

いうことなんですけれども、今までもこういう給

付金とか交付金とか出たときには、大体、非課税

世帯ということで出すようになるんですが、今も

課長が言われたような家計急変の世帯とかいうこ

とも考慮していただいとるというのは本当にあり

がたいなと思っております。 

生活困窮者の定義ですよね。本当にもうこれだ

けでカバーできるのかというと、ちょっとそうで

はないというのが私の実感であります。そういう

方からいろいろお電話いただいたりすると、なか

なかこう、どっかに線引きはせないけんと思いま

すんで仕方がないのかなと思いながら今回も一般
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質問したんですけれども、担当されてる課長から

したら、ほかに何か出しようというか、そういう

のがもしあれば、今から先もね、多分こういうの

出てくると思うんです、まだね。そういうお知恵

があったらちょっと教えていただきたいなと思い

ます。 

○池田福祉課長 

生活困窮者支援の交付金の活用について、原課

でも検討はしたところなんですけれども、一般質

問の答弁のとおり、対象者の選定に苦慮するとこ

ろもあったり、また今回の給付金の横出し支援、

いわゆる対象者の拡大についてなんですけれども、

そこら辺がこの制度の困窮者としての解釈が、国

の制度と矛盾が生じるのではないかということで、

今回ちょっと見送ったという経緯はございます。

ですので今のところこの国の制度の支援をスピー

ディーに且つ的確に、真にお困りの方に速やかに

お届けするというところを尽力しておるところな

んですけれども、また今後、コロナ禍の状況によ

りまして、西予市独自の何か施策っていうところ、

また考えていきたいと思っております。 

○二宮委員 

ありがとうございます。今もおっしゃっていた

だきましたけども、今からも多分あると思うので、

そういうときのための準備でうちはこういうふう

なのを基準にしますよ、みたいなね、そういうの

を作っていただければありがたいなと思いますん

でよろしくお願いします。 

○酒井副委員長 

二宮委員の関連でございますけども、窓口へ、

隣のＡさんは生活困窮者になってるのに私の家庭

はなってないとそういう苦情とか電話とかそうい

うことがあったことありますか。 

○池田福祉課長 

この制度で、非課税世帯が対象なわけなんです

けれども、その中で要件として、世帯の全員が課

税者の所得税法上の扶養になっている世帯は除く

っていうところがありますので、その関係でお隣

の誰々さんとこは私と同じ年金やし、もらってる

けど、なんでうちはもらえないのかっていうよう

なところがそういう御質問というか、御意見等が

ありました。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で、質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 85 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」福祉課所管分について原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時20分） 

 

【長寿介護課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時21分） 

次に議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計

補正予算（第２号）」長寿介護課所管分について

議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

それでは、議案第 81 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第２号）」のうち、長寿介護課

所管分につきまして御説明申し上げます。 

初めに歳出予算から御説明いたします。予算書

の 18ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、

18 節負担金補助及び交付金に 3620 万円を増額計

上しております。これは昨年 11 月に閣議決定さ

れました「コロナ克服・新時代開拓のための経済

対策」において看護、介護、保育幼児教育など、

現場で働く方々の収入の引上げ、そのうち介護職

については、給与の３％程度、月額 9,000 円が盛

り込まれており、当初は養護老人ホームについて

は対象外となっておりましたが、業務内容が類似

していることなどから、老人保護措置費に係る支

弁額について改定することになり、老人保護措置

費負担金として 220万円を計上しております。 

この改定に伴い生ずる経費については、交付税

措置が講じられることになっております。また西

予総合福祉会が建設する介護職員の宿舎施設の整

備に係る介護基盤整備事業費補助金 3400 万円を

計上しております。 

続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。予算書の９ページをお開きください。  

15 款県支出金、2 項県補助金、2 目民生費県補
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助金、1節社会福祉費県補助金 3400万円を増額計

上しております。これは、先ほど歳出で説明いた

しました西予総合福祉会が建設する介護職員の宿

舎施設の整備に係る介護基盤整備事業費県補助金

の内示によるもので、全体事業費 1 億 200 万円の

うちの３分の 1 が県補助となっております。 

以上、議案第 81 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」のうち、長寿介護課所管

分の御説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定いただきますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

予算説明のときに 3400 万円の件ですけれども、

外国人の介護職員という説明があったと思うんで

すけれども、この宿舎の規模等がもし分かれば教

えていただきたいと思います。 

○土居長寿介護課長 

２階建て 12 戸を予定しております。一つ一つ

の広さが約１戸当たり 26 平米となっております。 

○二宮委員 

今現在も外国人の介護の方がおられるというこ

とでしょうかね。 

○土居長寿介護課長 

西予総合福祉会においては、外国人労働者の雇

用状況としまして、現在９名を雇用しております。

内訳としましては、あけはま荘が５名、松葉寮が

２名、皆楽園が、三瓶ですが２名、あと６月の下

旬にミャンマーから新規労働者８名を今後雇用す

る予定となっております。 

○酒井副委員長 

関連ですけども明浜が５名っていうことは、場

所は明浜ですか、宇和ですかどちらですか。今は

明浜のほうが多いんですけども。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時26分） 

○竹﨑委員長 

再開いたします。（再開 午後１時27分） 

○土居長寿介護課長 

今後建設する宿舎につきましては、宇和町内を

予定しております。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時28分） 

○竹﨑委員長 

再開いたします。（再開 午後１時32分） 

質問等ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」長寿介護課所管分について原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

次に議案第 85 号「令和４年度西予市一般会計

補正予算（第３号）」長寿介護課所管分について

議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

それでは議案第 85 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第３号）」のうち、長寿介護課所

管分につきまして、御説明を申し上げます。 

初めに歳出予算から御説明いたします。 

予算書の７ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、18節負担金補助及び交付金に 3056万 9000円

を増額計上しております。これは新型コロナウイ

ス感染症対策事業として実施するもので、社会福

祉施設等において、原油価格等の高騰を受けなが

らも福祉サービスを提供する事業者に対して助成

金を交付し、福祉サービスを安定的に提供してい

くための体制を支援するための社会福祉施設等原

油価格等高騰対策支援事業補助金でございます。 

続きまして歳入予算を御説明いたします。 

予算書の６ページを御覧ください。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、8 目総務費

国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金 2 億 1313 万 9000 円のうち、

2290 万円を先ほど歳出で御説明いたしました、

福祉サービス事業者への助成金の一部に充当して

おります。 

以上、議案第 85 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第３号）」のうち、長寿介護課所管
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分の御説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

ちょっとさっきの 81 号のときに聞きそびれた

んですけど、この歳入でここにきておりますんで、

2200 万円の分について中に、こっちでは 2290 万

円。介護職員の給与補助みたいな、違ったですか

ね。それと違いますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時36分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時37分） 

○土居長寿介護課長 

先ほど二宮委員からも、聞かれました分につい

ては第 81号の分の予算のほうでございます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第85号「令和４年度西予市一般会計補正予

算（第３号）」長寿介護課所管分について原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後1時38分） 

 

【子育て支援課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時43分） 

次に議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計

補正予算（第２号）」子育て支援課所管分につい

て議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」の子育て支援課所管分について、

予算書に基づき御説明申し上げます。 

予算書の 19ページの下段を御覧ください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費、児童交通公園管理事業として 138 万 9000 円

の増額補正を計上するものです。三瓶町朝立地区

にあります浜児童遊園のコンクリートブロックが、

経年劣化により危険な状況にあることから、コン

クリートブロック塀を一部撤去し、見通しもよく、

地震などでの倒壊の恐れもないフェンスを設置す

る費用 127 万 6000 円、同じく三瓶町朝立地区に

あります３区みんなの広場の遊具について、専門

業者の安全点検の結果、滑り台、２連ブランコに

支柱部等の腐食や不具合があり、危険であること

から、危険遊具の撤去に要する費用 11 万 3000 円

合計 138 万 9000 円の工事請負費を計上するもの

でございます。 

以上で、議案第 81 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」子育て支援課所管分に

ついての説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時46分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時50分） 

○宇都宮委員 

公園の遊具に関してちょっと一般質問をさせて

いただいたんですけれども、これ三瓶の遊具の撤

去 1 カ所ということなんですけど、今後の撤去し

ないといけない遊具がいくつかあるということも

お伺いしてるんですが、今後のタイムスケジュー

ルというか、そのあたりを説明いただけたらと思

います。 

○宇都宮子育て支援課長 

今現時点で、子育て支援課所管分の遊具につき

ましては、今回、補正予算で撤去させていただく

もので危険遊具のほうは全部撤去される予定でご

ざいます。今後、経年劣化により、徐々に修繕と

か撤去とか必要になってくれば、適宜、撤去する

費用を組まさせていただきたいと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 
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○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」子育て支援課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

次に、議案第 85 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第３号）」子育て支援課所管分につ

いて議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 85 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」の子育て支援課所管分について、

予算書に基づき御説明申し上げます。 

まず、歳出予算でございますが予算書の８ペー

ジの上段を御覧ください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費、新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福

祉費）分として 1429 万 8000 円の増額補正を計上

するものです。新型コロナウイルス感染症対策事

業の事業内容といたしまして、３事業分を計上さ

せていただいております。 

まず初めに、地域の自然文化体験事業補助金

680 万円でございます。この事業は、市内保育所

等の園児と保護者が四国西予ジオパークをはじめ

とする市内のジオパークをめぐり、海・里・山の

風景と古大陸の遺跡をめぐりながら、西予市のよ

さとふるさとを愛する心を育てるための園外活動

に伴うバス借り上げ費用を補助し、あわせて、新

型コロナウイルス感染症の長期化と原油価格高騰

に伴い影響を受けている市内の観光バス事業者等

の需要の回復、経済活性化を図るものでございま

す。 

次に、保育所等賄材料費購入支援事業補助金

630 万円でございます。この事業は、コロナ禍に

おける原油価格、物価高騰等の影響に伴い、民間

保育所等の自園調理を行う保育所等で栄養バラン

スや量の安定的な給食を提供するため、価格上昇

相当分について、支援するものでございます。 

最後は、宇和児童館、野村児童館のフリーＷｉ

－Ｆｉ化整備に要する費用 119 万 8000 円で、そ

の内訳は、回線使用料 9 万円、工事請負費 44 万

円、備品購入費 66 万 8000 円でございます。近年

は、学校教育の場でも子どもたち一人一人にパソ

コン端末を貸与され、社会のあらゆる場所でＩＣ

Ｔの活用ができるよう、社会全体でＩＣＴ環境の

整備がされてきている中、子どもたちの可能性を

広げる場所であり、全ての子どもたちが使える児

童館が、時代に取り残されないようＩＣＴ環境を

整備するものでございます。 

次に、3款民生費、2項児童福祉費、4目保育所

費、俵津保育所管理運営事業 45 万円、野村保育

所管理運営事業 90 万円、しろかわ保育所管理運

営事業 54 万円、合計 189 万円の増額補正を計上

するものです。 

先ほど、民間保育所等への補助事業として保育

所等賄材料費購入支援事業を御説明いたしました

が、民間保育所同様、公立保育所に係る賄材料費

も物価高騰の影響を受けておりますので、俵津、

野村、しろかわの公立３保育園、保育所の賄材料

費を民間同様に増額計上させていただいておりま

す。 

次に、歳入予算でございますが予算書の６ペー

ジの上段を御覧ください。 

歳入といたしまして、14 款国庫支出金、2 項国

庫補助金、8 目総務費国庫補助金、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金 2億 1313万

9000 円のうち、子育て支援課所管分として、児

童福祉総務費へは保育所等賄材料費購入支援事業

に 600 万円、地域の自然文化体験事業に 510 万円、

児童館のフリーＷｉ－Ｆｉ整備に 80 万円、合計

1060 万円を充当いたしております。また、保育

所費へは 130 万円を充当させていただいておりま

す。 

以上で、議案第 85 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第３号）」子育て支援課所管分に

ついての説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

地域の自然文化体験事業ということで説明いた
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だいたんですけれども、これは小さな頃からジオ

パークに接するっていうことで、いいことだなと

思うんですけれども、まずちょっと保育園の園外

活動っていうのは、今例えば、いろんなことがあ

ると思うんですけど、どういうことをされてるん

ですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

各園によっても違いますが、公立保育園で言い

ますと、親子遠足でありますとか、みかん狩りに

行かれるとか、そういうことをされているのが現

状でございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時58分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 00分） 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 85 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」子育て支援課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時１分） 

 

【生活福祉部】 

【環境衛生課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時９分） 

次に議案第 78 号「西予市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

大塚課長の説明を求めます。 

○大塚環境衛生課長 

議案第 78 号「西予市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

御説明させていただきます。 

今回の改正は、安定型最終処分場として設置し

ております西予市野村不燃物処理場及び西予市惣

川不燃物処理場を廃止するとともに、一般廃棄物

処理手数料の一部を見直すため、本条例の一部を

改正するものであります。 

西予市野村不燃物処理場及び西予市惣川不燃物

処理場につきましては、市の安定型最終処分場と

して利用してまいりました。しかしながら、施設

の老朽化等により廃止を検討するとともに、野村

不燃物処理場では平成 28 年３月に、惣川不燃物

処理場においては平成 25 年９月に受入れを中止

してきたところでございます。 

このたび、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃

棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省

令に基づく、施設の水質検査等を経て、県により

ます廃止確認もなされたことから両施設を廃止す

るものでございます。 

また、一般廃棄物処理手数料の見直しにつきま

しては、多量の粗大ごみの直接搬入に係る処理手

数料につきまして、これまでの車両別の料金設定

から、許可業者等による大型車両での搬入に対応

するため、新たに積載重量１トン当たりの単価を

設定するものでございます。なお、市民の方が搬

入されるケースは、軽トラックや乗用車によるも

のが多く、２トンより大きい車両でないことから、

影響は少ないものと考えております。 

以上、西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の一部を改正する条例制定について説明を終わ

らせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大塚課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 78 号「西予市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

○竹﨑委員長 

次に、議案第 81 号「令和４年度西予市一般会
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計補正予算（第２号）」環境衛生課所管分につい

て議題といたします。 

大塚課長の説明を求めます。 

○大塚環境衛生課長 

議案第 81 号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第２号）のうち、環境衛生課所管分につき

まして、予算書に基づき御説明させていただきま

す。 

歳出予算のみの御説明となります。予算書

22 ページをお開きお開きください。4 款衛生費、

2 項清掃費、2 目塵芥処理費について御説明いた

します。資源ごみ処理委託事業 222 万 7000 円の

増額でございます。 

予算書 23 ページをお開きください。12 節発泡

スチロール処理委託料でございますが、当初予算

におきまして、令和４年度における年間の発泡ス

チロール処理量を 920 立方メートルと見込み、処

理委託料 101 万 2000 円を計上しております。し

かしながら、原油価格の高騰の影響等により、発

泡スチロールの処理委託単価が約３倍に上昇して

きたことにより、予算に不足が生じることから、

必要額との差額を計上するものでございます。 

以上、「令和４年度一般会計補正予算（第２

号）」の環境衛生課所管分の説明を終わります。

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大塚課長の説明は終わりました。 

これより、本案に対する一括質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○森川委員 

発泡スチロールはどういう処理を行っているん

でしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる（休憩 午後２時 18分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる（再開 午後２時 19 分） 

○大塚環境衛生課長 

先ほどの御質問につきましては、担当係長の三

好係長から御説明をさせていただきます。 

○三好環境衛生課係長 

それでは先ほどの御質問について回答させてい

ただきます。 

現在、発泡スチロールなんですが、固形燃料と

してリサイクルされております。リサイクル先と

しましては、四国中央市の製紙会社のほうで燃料

として使用されております。今回、燃料の高騰等

の理由とはなってますが、やはり電気料、それと

運搬費用、こういった面もかなり値上がりしてお

りまして、今回の予算計上、追加の補正予算とな

っております。 

○森川委員 

住宅を建てる場合の床や壁に利用できるんじゃ

ないかと思いますが、そういう検討はしていませ

んか。 

○大塚環境衛生課長 

今の森川委員の説明となると、住宅あるいは産

業廃棄物という形になるので、そちらのほうの利

用というか、こちらで収集したものについては一

般家庭からのプラスチック類ですので、それにつ

いては、こちらの市での利用、産業廃棄物という

か、産業には出すようなことではございません。 

○宇都宮委員 

発泡スチロールの関係の物価の上昇が原因って

いう話だったんですけれども、参考までにそのほ

かのごみ達ですよね、ほかのごみ達もやっぱりそ

の物価が上がるっていうことはごみ収集にしても

何しても、費用が上がってくると思うんですけど、

今後、こういう補正とか組まれる予定はございま

すでしょうか。 

○大塚環境衛生課長 

当然ほかの処理物についても、昨年度、各処理

の業者等から見積りをとっておって、今の現段階

では、契約、今の年間契約での対応ができるとい

うことですので、現時点では上がるということで

はございません。将来的にも、急な形で上がった

場合はまた、おはかりをする場合もゼロではござ

いません。 

○竹﨑委員長 

そのほかございませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第81号「令和４年度西予市一般会計補正予

算（第２号）」環境衛生課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 
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挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時23分） 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 32分) 

次に藤井医療介護部長より挨拶をお願いいたし

ます。 

○藤井医療介護部長 

藤井医療介護部長が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

次に、議案第 81 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」医療対策室所管分につい

て議題といたします。 

○亀岡医療対策室長 

議案第 81 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」につきまして、医療対策室関係

予算の御説明を申し上げます。 

今回の補正は、医師確保に関する出張旅費及び

室内の会計年度任用職員の雇用経費を増額補正す

るものでございます。 

補正予算書 21 ページをお開きください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費の事業概要、一番上に記載があります医療対策

庶務事業 27 万円でございますが、東京、大阪で

開催されます移住フェア等に参加し、関係機関等

を訪問することで、医療従事者確保につなげるた

めの出張旅費となっております。 

次に、事業概要２番目に記載があります会計年

度任用職員給与費 182万 9000円でございますが、

令和４年度から対策室職員が１名減となったこと

から、室内の資料作成補助や会議録の作成、その

他庶務事務を行う会計年度任用職員１名を雇用す

る経費となっております。 

内訳としましては、21ページの 1節報酬、非常

勤職員報酬 129 万 9000 円及び 3 節職員手当等、

22 ページになりますが、期末手当 117 万円のう

ち、18 万 1000 円、4 節共済費 105 万 2000 円のう

ち、27万 6000円、8節旅費のうち、費用弁償 7万

3000 円でございます。合計しまして、182 万

9000円の増額補正をしております。 

以上で、医療対策室分の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

亀岡室長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

今ほどの説明の中で、医師確保の出張旅費って

いうことで説明があったかと思うんですけど、東

京、大阪の移住フェアで関係箇所に行かれるとい

うことなんですが、まず一点、これは通年行われ

ているものなんですか。 

○亀岡医療対策室長 

今、まちづくり推進課も、これまでも行ってい

た移住フェアが、東京、大阪のほうであるんです

が、そちらのほうで医療従事者に特定したフェア

ではないんですが、西予市に帰ってきていただく

ときに、情報提供といいますか、お仕事の情報の

周知というか、そういったところを考えておりま

す。 

○藤井医療介護部長 

補足させていただきますと、この移住フェアを

活用した医師確保につきましては、昨年度、市議

会から御提言をいただいた中にございまして、私

どももこういった取組を今まででやったことがな

いので、ぜひともこういう移住フェアなども活用

して、医師確保に努めたいという考えから、今回、

予算を補正させていただいたという経緯がござい

ます。 

以上でございます。 

○宇都宮委員 

今回初めてっていうことで、少しでも、医師不

足に対する少しでも興味持っていただける方が増

えることを期待しておりますのでどうかよろしく

お願いします。 

○二宮委員 

同じ質問ですけども医師確保ということで、西

予市は小児科、産婦人科をとにかく求めていると

いうふうなこともありますんで、そこのアピール

をしっかり、ぜひお願いしたいなと思います。 

○亀岡医療対策室長 

こちらにつきましても、新規開業創設しまして

２年近くなりますが、なかなか事業として進んで

おりませんので、そういったところもしっかりＰ

Ｒしていきたいと考えております。 

○森川委員 
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東京へ行って、対策庶務事業して効果がなかっ

たら行っただけということになりますが、やっぱ

り、お医者さん、面会していただいて機械を全部

使える人やったらと思ってます。 

市立病院で治らん人が野村病院で治ったという

人もおりますので、やっぱり、医師の力不足があ

ると思いますので。また、市民の方も苦情も出て

いますのでよろしくお願いいたします。 

○亀岡医療対策室長 

医師の技術等には、本当に市民の方は一番関心

のあるところだと思うんですけど、まずは医師の

人員不足、そちらが重要だと思っておりますので、

そこも医師の技術のところも一番留意しながら、

医師確保には努めていきたいと考えております。 

○中村委員 

医師確保で動かれるということでしたけれども、

医師確保に東京まで行って、移住フェアで動かれ

るということでしたが、そのお医者様に接見する

ときの条件とか待遇ですよね。それはどういうこ

とを言われるのかなって、差し支えない範囲で、

年齢条件とか、年間の処遇がいくらになりますと

か、家は構えますとか、そういうお医者様が、な

びきそうな条件を提示しないとなかなか難しいと

思うんだけれども、そこの点についてはいかがで

しょうか。 

○亀岡医療対策室長 

移住フェアということで、不特定多数の移住希

望者が出てくるかと思っております。その中で、

医療従事者、医師についてこちらのほうは狙って

いくようにはなるんですが、できるだけそういっ

た給料面であったりとか、寄宿舎があるとかいう

ようなところは、今の従事者の募集要項であった

りとか、看護師のときにも使っておりますが、ま

た医師についてはちょっと違ったところもありま

すので、そこら辺の情報提供はしっかりとしてい

きたいと考えております。 

○中村委員 

年齢制限ですね、公立病院については 65 歳で

したでしょうか。私、ちょっと自信ないんですけ

どその 65 歳を超えて、定年で今までお勤めされ

てたお医者様が、田舎暮らししたいから西予に行

きたいみたいなことがあった場合については、そ

れは特例として認められるのでしょうか、もう一

切駄目なんでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

今現在も、市民病院には、65 歳を超えた医師、

先生方が勤務していただいております。これは顧

問の立場ではあるんですが、会計年度職員として

雇用というか、働いていただいておりますので、

そういった条件もこれまでもありますので、そこ

を年齢に限って出来ないということはありません

ので、引き続き周知をしていきたいと思っており

ます。 

○中村委員 

細かい質問ですいません。医師って先ほどあっ

た産科、小児科とか外科、内科、整形とかいろい

ろな診療科に分かれると思うんですけれども、今

は西予市が希望する診療科とかあれば教えていた

だきたい。 

○亀岡医療対策室長 

市で危惧をしているのは整形外科の医師でござ

います。これについては両病院とも市民病院には

２名、野村病院には１名の整形外科科医師がおり

ますが、今後、二次救急集約のためには、もっと

確保が必要じゃないかと考えております。 

 あとそれにおきまして、泌尿器科、そして麻酔

科、外科についても、今後については進めていき

たいと思いますので、よく言えばきりはないんで

すが、優先度を決めていきながら、うまく確保に

努めたいと考えております。 

○酒井副委員長 

なかなか大変なことだと思いますけれども、東

京で募集に行ったり、いろんな活動されておりま

す。先ほどちょっとありましたけど、結果が出な

くても、しっかりやってもらいたい。そしてやは

りしっかり活動して、100 回に１回の結果か、

1,000 回に１回の結果ということになると思いま

すけど、その都度結果が出れば一番こしたことあ

りません。ないけども、やはりしっかりと動いて

やることが大事だと思いますので、切望します。 

私は、議員活動もそうだと思ってますんで、一

生結果だけを求めて議員活動をやっておりません

ので、活動してそれを啓蒙したりいろいろする、

議員活動も大変だと思ってますんで、その点は結

果が出なくても、一生懸命やったら、いつかは花

が咲くという考え方でありますので、医療体制の

先生の募集、そして、看護師さんの募集、そのこ

とに対しても、熱意を込めて誠意のあるようなや

り方をしていただきたい。こういうふうに思いま

す。 
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○藤井医療介護部長 

誠に本当にありがとうございます。早速、今、

大学の医局への訪問、御挨拶また、看護学校や大

学、また短期大学など、病院の先生方、看護部長

さんとご一緒に今もう既に活動を行っております。 

また愛媛大学や自治医の先生方の当市とゆかり

のある先生方のリストを作成して一人一人あたっ

ていく、丁寧にあたっていくということも、今後、

取り組んでいきたいと考えておりますので、医療

対策室、一生懸命やってまいりますので議員の皆

様もぜひ御協力を今後いただいたらと思います。 

ありがとうございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる（休憩 午後２時46分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる（再開 午後２時55分） 

その他、質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第81号「令和４年度西予市一般会計補正予

算（第２号）」医療対策室所管分について、原案

に賛成の議員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる（休憩 午後２時56分） 

 

【陳情】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時４分） 

陳情第１号「女性トイレの維持及びその安心安

全の確保についての陳情」を議題といたします。 

陳情の内容につきましては、既にタブレット配

信しておりますので、説明は省略いたしますが、

各個人が、再度目を通していただいて、この後、

暫時休憩をおとりしたいと思いますので、それま

で、３分から５分ぐらいでいいかなと思うんで、

その時間をおとりしますので、説明だけで申し上

げますが、暫時休憩としてよろしいですか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時５分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時13分） 

それではこれより審査に入ります。御意見はご

ざいませんか。 

○二宮委員 

今回の陳情が出て審査するに当たり、先ほど委

員長の許可を得まして資料を配布させていただい

ておりますけれども、私はこれ厚生労働省の陳情

の趣旨に書いてあります「労働安全衛生規則第

628条及び事務所衛生基準規則第 17条」所定のと

いう、その部分を出した中の該当する箇所の 1 ペ

ージ、上の段が要は、現行の今の設置基準という

ことでありまして、今回この改正が２番目ですね、

（2）少人数の事務所における例外というところ

で「同時に就労する労働者が常時 10 人以内の場

合には、云々があって独立個室型の便所を設ける

ことで足りるとすることとする」このことに対し

て、女性スペースを守る会から、女性のトイレを

確保するようにしてくださいというような陳情だ

と私は理解をしました。もう一つ、この女性のス

ペースを守る会の後ろに、ＬＧＢＴ法における性

自認に対し慎重な議論を求める会というところな

んですよね。今、女性トイレを確保するという意

味でいうと、間違いないのかもしれないのですけ

ども、しないといけないとかいうふうな基準に変

わってるわけでもないし、もう一つは、今、やっ

と世界がＬＧＢＴに対して本人の個人の自由を認

め出した世界の中で、まだ想像ですけども、これ

は何かちょっと待ってくれよというふうな意味で

の多分陳情になってるんじゃないかなと、私は家

で確認して、そう思いました。当初はちょっと趣

旨採択でいいのかなと思ったりしていたけれど、

私自身は不採択という自分の中の結論、それが意

見です。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○中村委員 

議員になってから、県外からの郵送に関する陳

情は机上配布を原則とするというふうに思ってま

いりました。 

今回、過去提出のない新規の陳情について、県

外からの郵送であると確認できていますが、これ

を委員会付託とした根拠とその経緯について教え

ていただきたい。 

○酒井副委員長 

委員長が説明すべきでありますけれども、私も
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議会運営委員会に入っておりましたので説明いた

しますと、これは不採択という意見も出ました。

そして机上配布ということに。先ほど中村委員お

っしゃいましたように郵送の場合は、原則、机上

配布とするということになっておりましたけれど

も、現状中間的な女性のジェンダーだとかいろん

な問題がございまして、付託にして議論するのが

筋じゃないかというような形がありまして、そし

て聞いてみますと郵送された中でも今までの当議

会で前例もあると。原則ということがありまして、

これは委員会に付託をするということになりまし

た。賛否を問いましたら、４対２になりまして付

託になりました。以上、経過については、そうい

うことでございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 17分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる（再開 午後３時 26 分） 

意見ありませんか。 

○酒井副委員長 

私はこの陳情書につきましては、非常に昨今の

女性のいろんなジェンダーだとかいろんな差別の

問題とか、そういう解消の問題もうたっておりま

すけれども、この陳情書の願目は小人数の事業所

における例外だとか、そして最初ありました労働

安全衛生法の書いてある陳情の趣旨の法令につい

ての、反対陳情を国のほうにしてくださいという

ことでございますので、国のほうが指針を出した

ことに対しては、最近の女性のトイレの問題は、

社会的な大きな問題にはなっておりますけれども

これに対しては、そういう面では理解ができます

が、労働安全衛生規則第 628 条及び事務所衛生基

準規則第 17 条所定トイレにおける大原則である

というこの問題につきましては、事務所につきま

しては、そこの会社の理念によって、女性をしっ

かりと考える事務所、会社、そういう社会が徐々

にでき上がっていくもんだと思いますので、陳情

につきましては、時期尚早として、私は反対とい

たします。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○宇都宮委員 

女性の立場として、やっぱりこういうふうに女

性の権利が尊重されるということ等は、とても重

要なことだとは思うんですけれども、やはり今、

酒井委員も言われたとおり、今、ＬＧＢＴＱの関

係がいろいろと言われて考えられている中、進め

られている中で私もちょっと今回の内容、陳情の

内容と趣旨とはちょっとそぐわないのかなと思い

ますので、不採択の意見です。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特に意見がないようですから、採決に移ります。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時29分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 33分） 

今、それぞれ意見を述べていただいたんですが、

陳情の内容に採択に、同意する方の挙手を求めま

す。  

〔挙手する者なし〕 

 ○竹﨑委員長 

挙手ゼロということで、この採択には反対であ

ると、不採択であるという、決定としてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹﨑委員長 

そしたら、この陳情の審査については、不採択

と決定いたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後３時34分） 

○竹﨑委員長 

再開いたします。（再開 午後３時34分） 

以上で、委員会を終わりといたします。 

 

 

閉会 午後３時 35 分  
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